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Ⅰ 令和５年度 事業実績報告

＜郷土博物館＞

１．展示普及事業

企画展 法隆寺百万塔と富山

4 月 29 日（土）～6 月 25 日（日） 
百万塔は、恵美押勝の乱鎮定後、称徳天皇の発願によって宝亀元年

（770）に造られた木製の三重小塔である。完成した百万基の塔は東大寺

や元興寺などの諸寺に分置されたが、現在は法隆寺にのみ伝来している。

本展では、昨年市内の方からご寄贈いただいた法隆寺伝来の百万塔を、

伝来した経緯とともに紹介した。 

□学芸員による展示解説会（6/17、6/25 2 回開催）

企画展 売薬版画―薬都富山の浮世絵文化をさぐる

7 月 1 日（土）～9 月 24 日（日） 
江戸時代後期、富山の売薬さんは、得意先へ進物を配るようになり、

その最初の進物が浮世絵版画＝売薬版画だった。売薬版画は、全国の得

意先に配られることから大量の需要が生まれ、このため富山町で数多く

出版されたのである。本展では富山の町で出版され、売薬さんが全国の

得意先に配った多彩な作品を紹介した。 

□学芸員による展示解説会（7/15、8/26、9/24 3 回開催）

特別展 蜷川新右衛門さん 室町幕府政所代蜷川家の盛衰

9 月 30 日（土）～11 月 12 日（日） 
アニメ「一休さん」主人公とんち小僧一休の名脇役として、おなじみ

の蜷川新右衛門さん。その一族・蜷川家のルーツは、越中国蜷川（現富

山市蜷川）に求められる。本展では、越中への土着から京都への進出、

室町幕府政所代としての活躍など、知られざる「蜷川新右衛門さん」一

族の盛衰に迫った。

□学芸員による展示解説会（10/14、10/28、11/11 3 回開催）

＊特別展をより楽しむための特別公開講座

演題「富山が生んだ室町幕府のスーパー官僚 蜷川家」

日時 10 月 15 日（日）（14:00～15:30） 
会場 富山市民プラザ ＡＶスタジオ

担当 萩原大輔（当館学芸員）
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企画展 とやまの文学

11 月 18 日（土）～2 月 4 日（日） 
古く万葉歌から近年のベストセラーまで、富山市域の豊かな自然や風土

は、多くの文学作品に影響を与えてきた。これらの作品には、時代背景

や作品成立の周辺事情、そして作家自身の「とやま」への思いが描かれ

てきた。本展では、文学作品を通じて、「とやま」の魅力と豊かな自然や

風土の一面を紹介した。

□学芸員による展示解説会（11/26、12/10、2/4 3 回開催）

企画展 館蔵品にみる十村たち

～藩主前田家を支えた江戸時代の豪農～（開催中）

2 月 10 日（土）～4 月 21 日（日） 
十村は、加賀藩・富山藩・大聖寺藩において百姓身分で村方統治を担っ

た役職であった。数十か村を束ねた組を任され、郡奉行や改作奉行など

から命令を受けて、村の支配に関わる多くの仕事を行っていた。本展で

は、館蔵品から読み解くことができる十村の仕事ぶりや、家々で代々守

り継がれた「お宝」を紹介している。

□学芸員による展示解説会（2/24、3/17、4/21 3 回開催予定）

コーナー展示 春を呼ぶチンドンコンクール！

～70回のあゆみを振りかえる（開催予定） 

3 月 14 日（木）～6 月 30 日（日）

昭和 30年から開催されている全日本チンドンコンクールが、令和 6年

で 70回を迎えるにあたって、そのあゆみを写真やパンフレットなどとと

もに振り返る。 

歴史探訪ツアー

日時 5 月 27 日（土）9:00～12:00 
担当 萩原大輔（当館主査学芸員）

参加者 17 名 
富山の古道などを、その沿線や歴史・文化について解説を聞きながら実

際に歩く企画。本年度は、昨年度と同様に江戸時代前期の古地図「万治

年間富山旧市街図」を片手に、近世城下町富山の内と外を分かつ境界上

を歩いた。

２．調査研究事業

古文書の分類整理 

調査カードおよび目録原稿の作成を行った

密田家文書 富山を代表する売薬商家。
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３．資料収集事業 
 

富山藩や富山市に関係する歴史資料、富山に関係する美術品を購入し、

また、随時歴史資料等の寄贈・寄託を受けている。 
今年度は、「加賀越中富山目録」など 2 件を購入した。寄贈は「金堂落

慶舞楽法要 法隆寺記念帖」など 4 件を受ける予定。（12 頁参照） 
 
 
＜佐藤記念美術館＞ 
 
１．展示普及事業 
 

企画展 わざ to 色 
4 月 15 日（土）～7 月 2 日（日） 
富山ゆかりの美術品、工芸品の中から、卓越した技によって生み出され

た色彩豊かな作品群を紹介した。 

 
企画展 日本画の四季 

7 月 8 日（土）～10 月 1 日（日） 
日本画に見られる四季折々の情景に焦点を当て、日本人の底流にある自

然観と、それを捉える絵師たちの表現を紹介した。 

□学芸員による展示解説会（7/15、7/29、8/19、9/2 4 回開催） 

 
特別展 生成 ―Bringing Things to Life（ものに いのち を吹き込む） 

10 月 7 日（土）～12 月 3 日（日） 
富山県内で制作活動を行う 11 名の作家たちの作品を展示した特別展。

漆、金属、土、木材、和紙、ガラスを素材とした多様な表現を通じて、

富山のものづくりの「いま」を紹介した。 

□学芸員による展示解説会（11/3 文化施設無料開放日に開催） 

 
＜出品作家による展示解説リレー＞ 
（１）日時及び作家  

①10 月 8 日（日） 畠 春斎（金工）、長岡由美子（砂子） 
②10 月 15 日(日） 上田 剛（金工）、神谷麻穂（陶芸）、 

小島有香子（ガラス） 
③11 月 4 日（土） 十六代 小原治五右衛門（漆芸）、橋本千毅（漆芸）、

前川大地（木彫） 
 

4



④11 月 12 日(日） 小路口力恵（ガラス）、釋永 岳（陶芸）、 
岩崎 努（木彫）  ※時間はいずれも 13:30 より 

（２）会場 当館展示室 
  

企画展 佐藤コレクション ～佐藤助庵の蒐集・創作（開催中） 
12 月 9 日（土）～2 月 18 日（日） 
当館の創設者である佐藤助庵が生前に蒐集した作品と、自らの手によ

る書・画・陶器などを紹介。 
□学芸員による展示解説会（1/20、2/17 2 回開催予定） 

 

企画展 人物を描く（開催予定） 
2 月 23 日（金・祝）～4 月 14 日（日） 

江戸から現代、日本画から洋画まで、古今東西のさまざまな人物画に

焦点を当て、その多様な表現を紹介予定。 
□学芸員による展示解説会（3/2、3/9、3/23 3 回開催予定） 
 

※特別展を除く計 4 本の企画展は、すべて当館及び 

郷土博物館の所蔵品を中心に展示。 

 
本丸亭見学会 

日時  5 月 28 日（日）10:00～11:00 14:00～15:00（計 2 回） 
場所  富山市本丸亭 
担当  川上貴裕（当館専門学芸員） 
参加者 午前の部 7 名、午後の部 8 名（計 15 名） 
平成28年5月に開館した富山市本丸亭の見所を広く一般市民に知って

もらうため、解説付きの見学会を開催した。 
 

２０２３さと美ワークショップ 
「木彫でペンダント照明の笠をつくろう」 

日時  11 月 23 日（木・祝）13:30～ 
場所  当館講堂 
講師  前川大地（木彫家） 
担当  中川靖子（当館主査学芸員） 
参加者 大人 10 名、こども 1 名 計 11 名 
特別展の出品作家である前川大地氏を講師に招き、氏の出品作品の解

説を聞いた後、木彫でペンダント照明の笠づくりを体験してもらった。 
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２．調査研究事業 
    

   損傷・劣化作品の調査 

作品本体や表具・外箱などに破損・劣化がみられるものについて、個

別に状態を調査し、適切な修復・保存方法について検討していく。 

  

３．資料収集事業 
 
東洋の古美術や茶の湯関連の作品の内、優れたものを購入し、また、随時美術

作品等の寄贈・寄託を受けている。 
今年度は、南砺市在住の砂子師・長岡達雄氏と長岡由美子氏（今年度特別展出

品作家）による作品、計 2 点の寄贈を受け入れる予定。（12 頁参照） 
 
 
＜その他＞ 
 
１．社会に学ぶ１４歳の挑戦事業の受け入れ 

①西部中学校 
期間 7 月 10 日（月）～14 日（木）5 日間 
受入人数 2 名 
 

②東部中学校 
期間 7 月 11 日（月）～13 日（木）3 日間 
受入人数 1 名 
 

③堀川中学校 
期間 10 月 30 日（月）～11 月 2 日（木）4 日間 
受入人数 3 名 

 
２．令和 6 年能登半島地震による被害状況について 

①郷土博物館 灯籠及び石塔の一部崩落（各 1 件） 
②佐藤記念美術館  

敢木丁コレクション、国東塔など作品本体の破損 6 件 
（いずれも部分破損） 

付属品の破損  7 件（外箱など、いずれも部分破損） 
③本丸亭   雨戸の落下 
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＜学校教育との連携について＞ 

 
１．学校等の観覧実績 

 

学校教育の一環としての観覧者数（人）   ※1 月 31 日現在 

 令和５年度 令和４年度 

 博物館 美術館 博物館 美術館 

市内 ６９１ ３４８ ５８７ １６６ 

市外 ７６５ ２１５ ５３５ ８３ 

合計 １,４５６ ５６３ １,１２２ ２４９ 

※小学校、中学校の合計 

 

入館校園数（校） 

 令和５年度 令和４年度 

 博物館 美術館 博物館 美術館 

幼稚園･保育所等 １ ０ ２ ０ 

小学校 
２０ 

（内、市内 16） 
５ 

（内、市内 4） 
１９ 

（内、市内 15） 
６ 

（内、市内 5） 

中学校 
２５ 

（内、市内 5） 
７ 

（内、市内 1） 
１７ 

（内、市内 4） 
９ 

（内、市内 1） 

高等学校 ２ １ ２ １ 

特別支援学校 ０ ０ ２ １ 

大学 ０ ０ ２ １ 

 

２．学校への講師派遣  

・富山市立八幡小学校 ４年生 11 月 9 日（木） 

神通川の流路と馳越線工事について、城址公園松川べりおよび富山市役所

展望塔にて解説を行った。 

 

３．研修、見学等の受け入れ 

・１４歳の挑戦事業の受け入れ（6 頁参照） 
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令和５年度　郷土博物館・佐藤記念美術館収集資料一覧

［郷土博物館］

No. 資　料　名 制作年・作者等 員　数
収集
方法

1 加賀越中富山目録 寛文2年（1662） 2冊 購入

2
越中富山藩初代藩主前田利次
　　　　　　　　　知行取付目録

１冊 購入

3 金堂落慶舞楽法要　法隆寺記念帖 昭和29年 １冊 寄贈（予定）

4 富山紙業小史　附若林紙店八十五年史 昭和33年 １冊 寄贈（予定）

5 支那事変記念写真帖　三田村部隊 １冊 寄贈（予定）

6 防空頭巾 昭和戦時中 １点 寄贈（予定）

［佐藤記念美術館］

No. 資　料　名 制作年・作者等 員　数
収集
方法

1 砂子結界 2023年／長岡 達雄 1点 寄贈（予定）

2 砂子額 「藤」 2017年／長岡 由美子 1点 寄贈（予定）  

 

 

［郷土博物館］

作　品　名 制作者など 貸出先 展覧会名 会　期

鼠置物 室江吉兵衛 久留米市美術館
リアル（写実）のゆくえ

　現代の作家たち
生きること、写すこと

令和5年2月11日
　　　　　　　～4月2日
（R4度から継続の巡回）

［佐藤記念美術館］　

作　品　名 制作者など 貸出先 展覧会名 会　期

越中志埜茶碗

均窯茶碗

虫籠形花入

耳付花入

松絵水指

耳付水指

梅花香合(金)

リーチ呉山窯来訪写真
（関連資料・写真データ）

令和5年度　郷土博物館・佐藤記念美術館収蔵資料館外貸出記録一覧

佐藤助庵
富山市民俗民芸村

（陶芸館）
呉羽丘陵のやきもの6000年

令和5年9月8日
　　　　　　　～11月8日
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Ⅱ 令和６年度 事業計画案 

 
＜郷土博物館＞ 

 
１．展示普及事業 

 
（１）特別展「富山の浮世絵―売薬版画」（16 頁参照） 

 
（２）企画展等 

富山城の歴史をテーマとした常設展示 

富山の歴史文化に関連する企画展の開催および常設展示の展示替え 

企画展「富山産業大博覧会」 

企画展「館蔵武具展」 

企画展「富山城下町のくらし」 

企画展「富山藩初代藩主 前田利次」 
※展覧会名はすべて仮称。展示日程は別紙。（18 頁参照） 

 
（３）歴史探訪ツアー 

江戸時代の古地図を手に、近世城下町富山の注目スポットをめぐる。近世

絵図に見られるツアールート内の武家屋敷や町名、近世期の町割について、

詳しく解説しながら歩く。 

 
２．調査研究事業 

 
（１）密田家文書調査 

密田家は、能登屋と号する富山を代表する売薬商家。商圏は幅広く、九州（薩摩・

日向など）をはじめ、四国、近畿等に行商を行っていた。当文書については、こ

れまで、第１～２次に分けて整理作業を行い、第１次分については目録が刊行済

みとなっている（第２次分は未刊行）。第３次分については、富山と旅先の使用人

との間の書簡等が中心と見られ、江戸時代の売薬商の営業実態を明らかにするも

のと期待される。６年度は、引き続き調査カード作成を行う予定。 

 
（２）富山市近現代資料調査 

失われつつある富山市の近現代を物語る史資料の調査および収集保存を行う。 

 
 
 
 

13



３．資料収集事業   

 
収集方針 
（１）郷土にゆかりの深い美術・工芸品など 
（２）郷土の歴史・文化に関する史資料 
（３）その他博物館資料としてふさわしい資料 
以上の方針に従い、博物館資料として貴重な資料を収集し、博物館資

料の充実を図る。 

 
 
＜佐藤記念美術館＞ 

 
１．展示普及事業   

 
（１）特別展「漆芸家 川西重澄の全貌」（17 頁参照） 

 
（２）企画展等 

企画展「仙人たちと理想郷」 

企画展「富山の美術」 

企画展「Voice－佐藤助庵と芸術」 

企画展「花 いきもの にあそぶ」 

 ※展覧会名はすべて仮称。展示日程は別紙。（19 頁参照） 

 
（３）本丸亭見学会 

平成 28 年 5 月 20 日に開館した「富山市本丸亭」の見所を解説付きで紹介

する。 

 
（４）２０２４さと美ワークショップ 

小学生高学年から中学生を対象とした体験型事業。日本の伝統的な技法や

作品の形態について、実物作品を参考にしながら、ものづくりを通じて学

んでもらう。 

 

令和６年度内容 「うるし絵を描いてみよう！」 

特別展「漆芸家 川西重澄の全貌」の会期中に、関連事業の一つ

として開催。出品作家を講師に招き、ガラスの器に漆で絵を描く

体験制作を実施予定。 
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２．調査研究事業 
 

令和 5 年度に引き続き、破損作品の修復・適切な保管方法についての調

査を進める。 

 
 

３．資料収集事業 

 
収集方針 
（１）趣 旨   

佐藤記念美術館は、故佐藤助九郎氏のコレクションが収蔵品

の中核となっている。この特色を継承・発展させ、より質の高

いコレクションの形成を図るため、茶湯関連の作品ならびに日

本の近世絵画や書籍、東洋の陶磁器などを収集し、その充実を

図る。 

 
（２）収集基準 

①東洋古美術のなかで、特色ある優れた作品 
②近現代にも視野を広げた、茶湯関連の作品 
③その他美術館収蔵作品としてふさわしい作品および資料 

 
（３）重点収集方針 

①東洋を中心とした陶磁器 
②岸派など、日本の近世絵画作品および資料 
③茶湯関連の作品 
④優れた東洋を中心とした美術工芸品 
⑤その他美術館収蔵作品としてふさわしい作品および資料 

 
以上の方針に従い、優れた美術作品を収集し、美術館収蔵作品の充実

を図る。 
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特別展「（仮）富山の浮世絵―売薬版画」開催要項（案） 

 
 
１ 展覧会名 （仮）富山の浮世絵―売薬版画 

 
２ 趣 旨 

江戸時代時代の後期、富山の売薬人は得意先へ進物を配るようになり、最初に登場し

た進物が、浮世絵版画＝売薬版画でした。全国の得意先へ配ることから大量に出版され

ており、富山はまさに江戸、上方に次ぐ「浮世絵版画の町」だったのです。そして、売

薬版画は全国の浮世絵人気のすそ野を広げる役割を果たしたともいえるでしょう。 
本展ではまず、売薬版画が始まった江戸時代後期の天保年間（1830～44）から、最盛

期を迎えた明治２０年代、そして終焉を迎えた大正時代末期までの、約１００年にわた

る歴史を通観します。次に役者絵、名所絵、福神絵など画題別の変遷とともに、江戸時

代や明治時代の人々が収集した売薬版画のコレクションを見ることで、売薬版画が当時

の人々に与えた影響について確認します。これらを通して、富山の浮世絵「売薬版画」

の全貌をご覧いただきたいと思います。 

 

３ 会  期  令和 6年 10 月 5 日（土）～11 月 17 日（日）  

会期中無休 ※会期日数 44 日 

 

４ 会  場  富山市郷土博物館 

 

５ 観 覧 料  大人 400 円(320 円)、高校生以下無料 

※（ ）内は 20 名以上の団体料金  

 

６ 関連事業  （１）学芸員による特別公開講座 

期日：令和 6年 10 月 20 日（日） 

場所：富山市民プラザ AV スタジオ 

（２）学芸員による展示解説会 

 

７ 印刷物等 チラシ・ポスターの他、展示資料を掲載した図録を制作、販売予定 
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特別展「漆芸家 川西重澄の全貌」開催要項（案） 

 

１ 展覧会名  漆芸家 川西重澄の全貌 

 

 ２ 開催趣旨  

富山県出身の漆芸家・川西重澄
しげと

は、昭和 49 年に同郷の漆芸家・尾長保に師事し、

漆芸家としての一歩を踏み出した。昭和 54 年からは、代表作である蘭をモチーフ

とした『らんぶ』の制作に取り組み始め、以後は多くの美術展で受賞を重ねながら、

現在も出身地である富山市を拠点に精力的な作家活動を行っている。川西の作品の

多くは、身の回りにある自然の草花や風景を題材としており、対象を繰り返しスケ

ッチすることで生まれる洗練された文様デザインと、塗料としての漆の特長を最大

限に活かした色彩表現に定評がある。また、ときにはガラスなど漆以外の素材にも

着目し、造形素材として自身の作品に大胆に取り入れるなど、従来の漆芸の枠に囚

われない奔放な作風でも知られている。 

本展では、屏風やパネルなどの平面作品、茶道具や食器を中心とした実用品、鑑

賞を主眼に置いた立体作品など、川西がこれまで手掛けてきた仕事の中から、代表

作約 50 点を選んで展示する。漆芸を通じて普遍の美を追い求めてきた川西の、お

よそ半世紀にわたる仕事の全貌を振り返り、今後の新たな展開を見据える機会とし

たい。 

 

 ３ 会  期  令和 6 年 10 月 12 日（土）～12 月 1 日（日） 

会期中無休 ※会期日数 51 日間 

 

４ 主  催  富山市教育委員会（富山市佐藤記念美術館）、富山市 

 

５ 後  援  北日本新聞社、北日本放送、富山テレビ、チューリップテレビ、 

ケーブルテレビ富山、（一社）富山県芸術文化協会、 

富山市美術作家連合会、富山市工芸美術作家協会（順不同）（予定） 

 

６ 企画監修  武田 厚（美術評論家） 

 

７ 観 覧 料  大人 400 円(320 円)、高校生以下無料 ※（ ）内は 20 名以上の団体料金 

 

８ 関連事業 （１）有識者による記念講演会 

（２）出品作家による作品解説会 

（３）出品作家講師による制作体験（さと美ワークショップとして開催） 

 

９ 印刷物等 チラシ・ポスターの他、出品作品を掲載した図録を制作、販売予定 
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展覧会名はすべて仮称

会期 タイトル 内容

4／27
～

6／30

企画展
富山産業大博覧会
～戦災復興から発展へ～

戦災復興完了を記念して、昭和29年に富山城
址一帯を会場として富山産業大博覧会が開催
されました。本展では、復興から発展への転
換点となった本博覧会についてご紹介しま
す。

７／6
～

9／29

企画展
館蔵武具展

当館では、富山藩主や藩士所用の武具などを
はじめとする、越中ゆかりの武具を所蔵して
います。本展では、その中のいくつかを展
示・紹介します。なお、夏休み企画として関
連イベントを開催します。

10／5
～

11／17

特別展
富山の浮世絵―売薬版画

売薬版画は大量に出版されており、まさに富山
は、江戸、上方に次ぐ浮世絵版画の町だろう。今
回、江戸後期から大正時代までの約100年にわ
たる売薬版画の歴史を通観する。

11／23
～
2／2

企画展
富山城下町のくらし

近年、富山市の中心市街地における発掘調査
が進み、江戸時代の城下町の様相が少しずつ
浮かび上がってきました。本展では、城下町
で出土した考古資料を中心に歴史資料もまじ
え、城下の人々の生活ぶりの一端を紹介しま
す。

2／8
～

4／20

企画展
富山藩初代藩主 前田利次

前田利次は、富山藩初代藩主として、富山城
の改修や城下町の整備など、藩政の基礎を築
きました。本展では、利次の生涯や事績、関
連史跡等を紹介し、その人となりに迫りま
す。

令和6年度　郷土博物館展示予定表
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展覧会名はすべて仮称

会期 タイトル 内容

4／20
～

7／7

企画展
仙人たちと理想郷

古来より画や工芸品などの主題として愛されてき
た仙人たち。そして彼らが住むという理想郷。本
展では美術品・工芸品に表されたそれらの不思
議な魅力に迫る。

7／13
～

10／6

企画展
富山の美術

江戸時代後期の富山県では、漆工・金工・陶磁
器など様々な工芸品が制作されました。また絵
師も京都画壇や富山藩で活躍しています。今展
では富山ゆかりの絵画や工芸品を紹介します。

10／12
～

12／1

特別展
漆芸家　川西重澄の全貌

富山市出身の漆芸家・川西重澄がおよそ半世
紀にわたって手掛けてきた仕事の全貌を、屏風
やオブジェなど50点あまりの代表作を通じて紹
介します。

12／7
～

2／16

企画展
Voice－佐藤助庵と芸術

当館の創設者、佐藤助九郎は実業家である一
方、美術品のコレクターであり、茶人であり、作陶
も行うなど、風流と芸術を愛した人物でした。本
展では収蔵品から、助庵のVoice「声」に耳を傾
けます。

2／22
～

4／13

企画展
花 いきもの にあそぶ

古くから絵画や工芸品のモチーフとして様々な
いきものの姿や、花や木々が描かれてきました。
本展では、花やいきものにまつわる絵画・陶磁
器・漆工品・染織品など、制作地も日本・中国・
東南アジアなど広範な地域の作品を展示しま
す。

令和6年度　佐藤記念美術館展示予定表
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○富山市郷土博物館条例 
平成 17 年 4 月 1 日 
富山市条例第 262 号 

改正 平成２０年３月２６日富山市条例第３９号 
平成２４年３月２６日富山市条例第２０号 
平成２６年３月２８日富山市条例第４号 

平成２８年３月２５日富山市条例第１３号 
平成３１年３月２６日富山市条例第１４号 

令和５年３月２７日富山市条例第８号 
(設置) 
第 1 条 歴史及び芸術に関する知識の普及並びに教養の向上に寄与するため、富山市郷土博物館(以下

「博物館」という。)を設置する。 
 
(名称及び位置) 
第 2 条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 
富山市郷土博物館 富山市本丸 1 番 62 号 

 
(別館) 
第 3 条 博物館に、次の別館を置く。 

名称 位置 
富山市佐藤記念美術館 富山市本丸 1 番 33 号 
富山市本丸亭 富山市本丸 1 番 32 号 

 
(事業) 
第 4 条 博物館は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 歴史及び芸術についての実物、標本、文献等の資料の収集、保管及び展示に関すること。 
(2) 歴史及び芸術についての調査研究に関すること。 
(3) 歴史及び芸術についての知識の普及に関すること。 
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業 
 

(観覧料) 
第 5 条 博物館(富山市本丸亭を除く。)を観覧しようとする者は、別表第 1 に定める額の観覧料(団体引

率者及び未就学児は無料)を納付しなければならない。 
2 観覧料は、観覧の際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、

この限りでない。 
 
(茶室等の施設) 
第 6 条 富山市佐藤記念美術館の茶室(市長が定める茶室に限る。)及び和室並びに富山市本丸亭の茶室

及び和室(以下「茶室等」という。)の施設は、文化活動のため、市民の使用に供する。 
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2 茶室等を占用して使用しようとする者は、あらかじめ、委員会の承認を受けなければならない。こ

の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、茶室等の使用を承認をしない。 
(1) 博物館の設置目的に反するとき。 
(2) 資料又は施設等を損傷するおそれがあるとき。 
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があるとき。 

3 前項の承認には、博物館の管理上必要な条件を付することができる。 
4 前 2 項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、委員会は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止すること

ができる。 
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。 
(2) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。 
(3) 承認を受けた使用目的以外に使用したとき。 
(4) 第 2 項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

5 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 
6 使用者は、茶室等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ、委員会の承

認を受けなければならない。 
7 使用者は、使用を終了したとき(第 4 項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直

ちに茶室等を原状に回復しなければならない。 
 
(使用料) 
第 7 条 使用者は、茶室等の施設ごとに、別表第 2 に定める額の使用料を納付しなければならない。 
2 使用料は、前条第 2 項の承認を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が相当の理由が

あると認めたときは、この限りでない。 
 
(観覧料等の減免及び還付) 
第 8 条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減免することができる。 
2 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その

全部又は一部を還付することができる。 
 
(損害賠償) 
第 9 条 資料若しくは施設等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償

しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除する

ことができる。 
2 第 6 条第 4 項の規定の適用により使用者が損害を受けても、市はその賠償の責めを負わない。 
 
(入館の制限) 
第 10 条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずること

ができる。 
(1) 資料又は施設等を損傷するおそれがある者 
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物等を携行する者 
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(3) 前 2 号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められる者 
 

(協議会) 
第 11 条 法第 23 条の規定に基づき、富山市郷土博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学

識経験のある者の中から、委員会が任命する。 
3 協議会の委員の定数は、12 人以内とする。 
4 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
(職員) 
第 12 条 博物館に館長、学芸員その他の職員を置く。 
 
(委任) 
第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
 
附 則 
(施行期日) 
1 この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
 
(経過措置) 
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市郷土博物館条例(昭和 59 年富山市条例第 31 号)

の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 
附 則(平成 20 年 3 月 26 日富山市条例第 39 号) 
この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 24 年 3 月 26 日富山市条例第 20 号) 
この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 26 年 3 月 28 日富山市条例第 4 号)抄 
 
(施行期日) 
1 この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 
附 則(平成 28 年 3 月 25 日富山市条例第 13 号) 
この条例は、平成 28 年 5 月 21 日から施行する。 
附 則(平成 31 年 3 月 26 日富山市条例第 14 号) 
この条例は、平成 31 年 10 月 1 日から施行する。 
附 則(令和 5 年 3 月 27 日富山市条例第 8 号) 
この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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○富 山 市 郷 土 博 物 館 条 例 施 行 規 則  

平 成 17 年 4 月 1 日  

富 山 市 教 育 委 員 会 規 則 第 28 号  

改 正  平 成 １９年 ３月 ２６日 富 山 市 教 委 規 則 第 ４号  

平 成 ２８年 ３月 ２５日 富 山 市 教 委 規 則 第 ５号  

平 成 ２９年 ２月 ２４日 富 山 市 教 委 規 則 第 １号  

令和元年９月３０日富山市教委規則第２号 

(趣 旨 ) 

第 1 条  この規 則 は、富 山 市 郷 土 博 物 館 条 例 (平 成 17 年 条 例 第 262 号 。以 下 「条 例 」という。)

第 13 条 の規 定 に基 づき、条 例 の施 行 に関 し必 要 な事 項 を定 めるものとする。 

(開 館 時 間 ) 

第 2 条  富 山 市 郷 土 博 物 館 (以 下 「博 物 館 」という。)(富 山 市 本 丸 亭 を除 く。)の開 館 時 間 は、午

前 9 時 から午 後 5 時 までとし、入 館 は午 後 4 時 30 分 までとする。ただし、富 山 市 教 育 委 員 会

(以 下 「委 員 会 」という。)が特 に必 要 があると認 めるときは、臨 時 にこれを変 更 することができる。 

2 富 山 市 本 丸 亭 の開 館 時 間 は、午 前 9 時 から午 後 9 時 までとする。ただし、委 員 会 が特 に必 要

があると認 めるときは、臨 時 にこれを変 更 することができる。 

(休 館 日 ) 

第 3 条  博 物 館 の休 館 日 は、12 月 28 日 から翌 年 の 1 月 4 日 までの日 とする。ただし、委 員 会 が

特 に必 要 があると認 めるときは、臨 時 にこれを変 更 することができる。 

(観 覧 券 ) 

第 4 条  観 覧 券 の様 式 は、様 式 第 1 号 のとおりとする。 

(使 用 承 認 の申 請 ) 

第 5 条  条 例 第 6 条 第 2 項 の規 定 により施 設 の使 用 の承 認 を受 けようとする者 は、富 山 市 郷 土

博 物 館 茶 室 等 使 用 承 認 申 請 書 (様 式 第 2 号 )を委 員 会 に提 出 しなければならない。 

2 前 項 の申 請 書 は、使 用 日 (使 用 しようとする日 が引 き続 き 2 日 以 上 であるときは、その初 日 )の 1

月 前 から当 該 使 用 日 の 7 日 前 までの間 に提 出 しなければならない。ただし、委 員 会 が相 当 の理

由 があり、かつ、茶 室 等 の運 営 上 支 障 がないと認 めるときは、この限 りでない。 

(使 用 の承 認 ) 

第 6 条  委 員 会 は、茶 室 等 の使 用 を承 認 したときは、富 山 市 郷 土 博 物 館 茶 室 等 使 用 承 認 書 (様

式 第 3 号 )を交 付 するものとする。 

(使 用 承 認 事 項 の変 更 ) 

第 7 条  施 設 の使 用 の承 認 を受 けた者 (以 下 「使 用 者 」という。)が使 用 承 認 事 項 の変 更 をしようと

するときは、速 やかに、前 条 の使 用 承 認 書 を添 えて委 員 会 に申 請 し、その承 認 を受 けなければ

ならない。 

(使 用 の承 認 の取 消 し) 

第 8 条  条 例 第 6 条 第 4 項 の規 定 により施 設 の使 用 の承 認 を取 り消 したときは、委 員 会 は、その

旨 を書 面 で使 用 者 に通 知 するものとする。 

(特 別 閲 覧 ) 

第 9 条  資 料 の特 別 閲 覧 を受 けようとする者 は、富 山 市 郷 土 博 物 館 資 料 特 別 閲 覧 申 請 書 (様 式

第 4 号 )を委 員 会 に提 出 し、その許 可 を受 けなければならない。 
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2 委 員 会 は、資 料 の特 別 閲 覧 を許 可 したときは、富 山 市 郷 土 博 物 館 資 料 特 別 閲 覧 承 認 書 (様

式 第 5 号 )を交 付 するものとする。 

(資 料 の寄 託 ) 

第 10 条  博 物 館 に資 料 を寄 託 しようとする者 は、あらかじめ、委 員 会 の承 認 を受 けなければならな

い。 

2 寄 託 された資 料 は、特 別 の契 約 がある場 合 のほか、市 所 有 のものと同 一 の取 扱 いをする。 

3 寄 託 された資 料 が災 害 等 の不 可 抗 力 の事 由 により損 傷 し、又 は滅 失 したときは、市 は、その賠

償 の責 めを負 わないものとする。 

(協 議 会 ) 

第 11 条  条 例 第 11 条 に規 定 する富 山 市 郷 土 博 物 館 協 議 会 (以 下 「協 議 会 」という。)に会 長 及

び副 会 長 を置 き、委 員 の互 選 により定 める。 

2 会 長 は、会 務 を総 理 し、協 議 会 を代 表 する。 

3 副 会 長 は、会 長 を補 佐 し、会 長 に事 故 があるとき、又 は会 長 が欠 けたときは、その職 務 を代 理

する。 

(会 議 ) 

第 12 条  協 議 会 は、会 長 が招 集 し、その会 議 の議 長 となる。 

2 協 議 会 は、委 員 の半 数 以 上 が出 席 しなければ会 議 を開 くことができない。 

3 協 議 会 の議 事 は、出 席 委 員 の過 半 数 をもって決 し、可 否 同 数 のときは、会 長 の決 するところに

よる。 

(庶 務 ) 

第 13 条  協 議 会 の庶 務 は、博 物 館 において処 理 する。 

(細 則 ) 

第 14 条  この規 則 の施 行 に関 し必 要 な事 項 は、別 に定 める。 

附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 17 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

（経 過 措 置 ） 

２ この規 則 の施 行 の日 の前 日 までに、合 併 前 の富 山 市 郷 土 博 物 館 条 例 施 行 規 則 （昭 和 ５９年

富 山 市 教 育 委 員 会 規 則 第 ５号 ）の規 定 に基 づきなされた処 分 、手 続 その他 の行 為 は、この規

則 の相 当 規 定 によりなされたものとみなす。 

附  則 （平 成 １９年 ３月 ２６日 富 山 市 教 委 規 則 第 ４号 ） 

この規 則 は、平 成 １９年 ４月 １日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 ２８年 ３月 ２５日 富 山 市 教 委 規 則 第 ５号 ） 

この規 則 は、平 成 ２８年 ５月 ２１日 から施 行 する。 

附  則 （平 成 ２９年 ２月 ２４日 富 山 市 教 委 規 則 第 １号 ） 

この規 則 は、平 成 ２９年 ３月 １日 から施 行 する。 

附 則（令和元年９月３０日富山市教委規則第２号） 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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